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山 村 の 現 状 と 活 性 化
ー令和７年度森林・林業白書からー

、 「 」 、 。政府は 令和８年６月２日に 令和７年度森林・林業白書 を閣議決定し 公表した
そのうちから 「第Ⅱ章 林業と山村(中山間地域）３．山村(中山間地域)の動向」を紹、
介する。

なお、白書の構成は、次のとおりとなっている。
特集 森林資源の循環利用の確立に向けて

～木材利用と再造林をつなぐ～
１．持続可能な社会の実現に向けた世界的潮流と我が国の森林資源の充実
２．木材利用拡大に向けた取組
３．再造林推進に向けた取組 ･

４．木材利用と再造林をつなぐ取組

第Ⅰ章 森林の整備・保全
第Ⅱ章 林業と山村(中山間地域）
第Ⅲ章 木材需給・利用と木材産業

第Ⅳ章 国有林野の管理経営
第Ⅴ章 東日本大震災からの復興

３．山村(中山間地域)の動向
(１)山村の現状

(山村の役割と特徴)
中山間地域に位置する山村は、林業を始めとする様々な生業が営まれる場であり、森

林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしている。
山村振興法に基づく｢振興山村｣は、令和７( )年４月時点で、全国市町村数の約４2025

割に当たる７３４市町村において指定されており、国土面積の約５割、林野面積の約６
割を占めているが、その人口は全国の ％にすぎない。2.5
(過疎地域等の集落の状況)

山村においては、過疎化及び高齢化が進行し、集落機能の低下、さらには集落そのも
のの消滅(無 化)につながることが懸念されている。⼈

令和６( )年度に実施された「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調2024
査」によると、前回調査(平成３１( )年４月時点)以降、１４１市町村において2019
２９６集落が無人化している。これらの集落の森林・林地の状況については、 ％の集28
落で元住民、他集落、ボランティア等又は行政が管理をしているものの、残りの集落で
は放置されている。また、山村地域の集落では、空き家の増加を始めとして、耕作放棄
地の増大、獣害・病虫害の発生、公共交通の利便性の低下、働き口の減少、森林の荒廃
等の問題が発生しており、地域における資源管理や国土保全が困難になりつつある。

一方、山村には、豊富な森林資源や水資源、美しい景観のほか、多様な食文化や木の
文化を始めとする伝統・文化、生活の知恵や技等、有形無形の地域資源が数多く残され
ており、都市住民もこのような地域資源に対し大きな関心を寄せている。地方移住に関
する相談・問合せ数は増加傾向で推移しているほか、令和５( )年に内閣府が行った2023
「森林と生活に関する世論調査」によると、大都市住民のうち農山村に定住してみたい

者の割合は ％であった。また、近年増加傾向にある外国人観光客も我が国の豊かな28.3
自然に対して高い期待を寄せている。
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(２)山村の活性化

(山村の内発的な発展)
山村地域での生活を成り立たせていくためには、地域資源を活かした産業の育成等を

通じた山村の内発的な発展が不可欠である。
令和７( )年３月には山村振興法が改正され、同法の期限が 年間延長された。2025 10
林野庁では、林業・木材産業の成長発展を図っているほか、特用林産物、広葉樹、ジ

ビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援している（事例 。）
また、農林水産省では、山村活性化や自立的かつ持続的な発展を促し、山村への移住

・定住や地域間交流の促進を図るため、農山漁村振興交付金(山村活性化対策)により、
地域資源を活かした商品の開発等を支援している。

さらに 農山漁村に宿泊し 滞在中に地域資源を活用した食事や体験などを楽しむ 農、 、 「

泊」を推進している。 我が国では、古くから生活のあらゆる場面で木を使い、各地域の
気候や食文化などとも連動し、多様な樹種を使い分けながら古民家等の伝統的な木造建

、 、 「 」築物や木製食器 漆器などの多様な文化を生み出してきており このような 木の文化
、 。を継承発展させることが 観光分野等も含めた山村地域の活性化・地方創生につながる

（事例） 森林資源を活用した商品開発や体験型交流による地域活性化

山形県尾花沢市の「細野の山を愛する会」は、地域に豊富に存在する森林資源
を活用することで、荒廃した里山の再生と地域の魅力向上を目指す取組を進めて
いる。

尾花沢市細野地区の森林は、かつては薪炭利用が盛んに行われ、生活に密接に
関わっていたが、近年では利用が減少し、藪化が進んでいた。

このような中、同会は里山の整備により伐採・搬出される木材のほか、広葉樹
のイタヤカエデの樹液、山菜等の地域の森林資源の掘り起こしを積極的に行い、
新たな価値創出に取り組んでいる。伐採木は薪材として活用し、イタヤカエデの
樹液(メープルサップ)は収穫後、同地区の農産物加工所に無償提供され、地元婦
人会が糖度 度のシロップに加工・販売している。また、採取した山菜は地区60
内の農家レストランに提供されている。近年は、メープルシロップや獣害対策の
ため収穫した柿の実(干柿)を原料とし、地元産のホップも使ったクラフトビール
の商品開発・販売にも新たに取り組んでいる。

このほか、メープルサップの採取やワラビ苗の植付け体験などの活動も展開し
ており、海外からの観光客も含め、地区内外から多くの参加者が訪れている。体
験を通じて細野地区の自然や暮らしに触れた参加者の中には、実際に同地区に移

、 。 、住した例もあり 地域の人口維持や活性化にもつながっている こうした交流は
地域の魅力を発信するとともに、外部とのつながりを深める重要な機会となって
いる。

これらの活動は、森林資源を活かした商品開発と体験型交流を通じて、地域経
済の循環とコミュニティの再生を促す取組であり、令和６年度豊かなむらづくり

全国表彰事業で農林水産大臣賞を受賞するなど、持続可能な地域づくりのモデル
として今後の展開が期待される。

(山村地域のコミュニティの活性化)
山村地域の人口が減少し、集落周辺の里山林の手入れが滞る中、集落の維持・活性化

を図るためには、地域住民や地域外関係者による里山林の整備を含めた協働活動を通じ
たコミュニティの活性化が必要である。また、地域資源の活用によって、山村地域やそ

「 」 。 、の住民と継続的かつ多様な形で関わる 関係人口 の拡大が期待されている このため
林野庁では、山村の生活の身近にある里山林の継続的な保全管理や利用等の協働活動の
取組を支援している(事例)
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（事例） 自然体験の場の提供や地域の伝統文化の保存に貢献する里山林の利活用
宮崎県国富町では、森林所有者の高齢化等により里山林の管理が行き届かず、

竹が侵入して藪化し、イノシシ等による獣害が懸念される状況にあった。森林所
有者から依頼を受けて里山林の整備活動に携わっていた地域住民は、地元企業と

、 「 」 、 、 、も連携して 令和５( )年に イノホイの森保全会 を設立し 下刈り 除伐2023
竹林整備、獣害対策等に取り組むとともに、多様で持続的に資源活用できる里山
林を目指して様々な活動を行っている。

例えば、整備した森林を活用し、捕獲技術者の育成のため、新たに狩猟に取り
組む者等を対象にわなの設置方法等の技術指導を行っている。また、自然に触れ
る機会の少ない都市部の親子を対象に、整備活動で生じた草木を利用して布等を

染める叩き染め、竹を利用したオカリナ作り、しいたけの駒打ち等の自然体験活
動を行っており、参加者から好評を得ている。このほかにも、林内に生育するイ
ヌタラ(カラスザンショウ)を、 年前から伝わる郷土玩具「法華嶽うずら車」1,200
の材料として提供するほか、会員の一人が技術の継承に取り組むなど、伝統文化
の保存に貢献している今後も、里山林の資源を活用しながら自然体験イベントを
企画・開催し、次世代を担う子供たちが里山林に関心を持ち森林へ足を運ぶきっ

かけづくりに取り組むとともに、伝統文化の保存に向けた取組を行っていくこと
としている。

さらに、林野庁では、地域の新たな支え手を確保できるよう、特定地域づくり事業協
同組合制度等の枠組みの活用を推進するとともに、林業高校や林業大学校への就学 「緑、

の雇用」事業によるトライアル雇用等を契機とした移住・定住の促進を図っている。く
わえて、各地の地方公共団体において地域おこし協力隊員が森林・林業分野で活躍して
いる状況を踏まえて、森林・林業分野における地域おこし協力隊制度の活用が更に進む
よう、総務省と連携し、同制度の概要や活用事例を掲載した地方公共団体向けのパンフ
レットを作成している。

このほか、人口の減少、高齢化の進行等により農用地の荒廃が進む農山漁村における
農用地の保全等を図るため 「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進、
に関する法律」に基づく農用地の保全等に関する事業において、放牧等の粗放的利用鳥
獣緩衝帯の整備、林地化に取り組むことができることとされている。林地化に当たって
は農地転用手続の迅速化が措置されていることから、山際など条件が悪く維持管理が困
難な荒廃農地を林地化して管理・活用する取組が進められている。また、林野庁では、

令和５( )年に市町村の担当者等が検討・調整を進めるための参考として「荒廃農地2023
における植林 優良な取組事例集」を公表した。

(「森業」の推進に向けた取組)
「 」 、「 」農林水産省が令和７( )年５月に取りまとめた 地方みらい共創戦略 では 里業2025

・ 森業 ・ 海業」等の主要７分野が位置付けられ、異分野や多様な主体の共創による「 」「
付加価値創出に資する各種施策に取り組むこととしている。林野庁では、森林浴など森
林空間を活用した体験サービスの提供や企業による森林づくり活動、森林由来Ｊ クレジ-
ットの取引等を通じて、人と森林の関係を深めるとともに、林業と相まって森林所有者
に利益を生み出し、豊かな森林づくりにつなげる取組を森業として推進していくことと

している。
森林空間の活用については、心身の健康づくりのための散策やウォーキングのほか、

スポーツ、文化、教育等の分野での活用にも 定のニーズがある。近年、人々のライフ⼀
スタイルや社会情勢が変化する中で、森林環境教育やレクリエーションの場に加え、心
と体の健康づくりの場、社員教育やチームビルディングの場等として森林空間を活用し
ようとする動きもある。このように、様々なライフスタイルやライフステージにおいて
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森林空間を活用する取組によって 「働き方改革」の実現や健康寿命の延伸が図られる、

など、社会課題の解決につながることが期待される。
さらに、山村地域においては、森林空間を活用した体験プログラムや場を提供するこ

とによって、山村地域における新たな収入や雇用緒機会の創出につながるとともに、都
市から山村地域を訪れる人の増加や旅行者の滞在期間の延長によって、飲食店や小売店
などの地域の関係者の収入の増加、関係人口の創出・拡大にもつながることが期待され

る。
林野庁では、森林空間を活用して健康・観光・教育分野等での体験プログラムの提供

を行い、山村地域に収入・雇用の機会を生み出す「森林サービス産業」の創出・推進に
取り組んでいる(事例)。令和７( )年度は、森林サービス産業推進地域と森林での体2025
験プログラムの活用に関心がある企業をつなぐ「山村と企業をつなぐフォーラム」を開

催するなど、企業とのマッチング機会の創出等に取り組んだ。また、森林サービス産業
の創出・推進に関心のある地方公共団体や民間事業者、研究者などの様々なセクターで
組織する「 ネットワーク」では、森林空間の活用に関する様々な情報共有等Forest Style
を行っている。

森林サービス産業推進地域における取組の中には国有林の「レクリエーションの森」
を観光資源として活用する取組もみられる。国有林野事業においても 「日本美しの森、

お薦め国有林」を選定し、外国人観光客も含めた利用者の増加を図るため、標識類等の
多言語化、歩道等の施設整備等に取り組んでいる。

また、農林水産省では 「農泊」の推進の 環として、森林空間を観光資源として活、 ⼀
用
するための体験プログラムの開発、ワーケーションやインバウンド受入環境の整備、古

民家等を活用した滞在環境の整備等を支援している。

（事例） 森林空間の活用を通じた地域と企業の協働
群馬県上野村は、村面積の９割以上を占める豊かな森林を活用して森林浴を

「 」 、楽しむ 森林セラピー基地 としての取組を平成１８( )年に開始しており2006
般社団法人上野村産業情報センターが、森林セラピストや地元ガイドと連携し
て、神流川源流域の自然散策路を拠点とした健康増進プログラムを提供してい
る。

令和５( )年には、健康ウオーキングに加え、源流域の自然を活かしたヨ2023
ガ体験や「森の瞑想」など、静的なアクティビティを中心としたプログラムの
提供も開始した。これらは、心身のバランスを整えることを目的とし、森林の

静けさと調和した呼吸法やストレッチを取り入れた内容となっている。こうし
た取組は、地域の自然資源を活かした健康づくりとしてだけでなく、企業との
連携による人材育成や環境学習の機会としても活用されている。例えば、株式
会社明電舎(東京都品川区)では、社員研修の 環として、森林浴や焚たき火体⼀
験、地域の取組の視察等を組み合わせたプログラムを実施している。

これらの活動は、従業員の心身のリフレッシュや自然環境への理解促進に加
え、 的資本経営の観点から、ウェルビーイングの向上や自律的な学びの機会⼈
の創出につながる取組して位置付けられている。また、地域と企業が協働する
ことで、持続可能な社会づくりや地域活性化にも寄与しており、双方にとって
価値ある関係性が築かれている。

このように地域と企業が森林を介して協働することは、社員のウェルビーイ
ングの向上や地域資源の活用、環境意識の醸成など、多面的な成果につながっ
ており、森林サービス産業推進地域としての上野村の取組は、持続可能な社会
づくりに向けた共創の場となっている。


